
「道と札幌市との行政推進に関する連携協力会議」設置要領  
 

（設  置） 
第１ 北海道（以下「道」という。）と札幌市（以下「市」という。）は、「道と札幌市との行政推進に

関する連携協力会議」（以下「連携協力会議」という。）を設置する。 
 

（目  的） 
第２ 連携協力会議は、広域自治体である道と政令指定都市である市について、道と市の役割分担及び連

携協力のあり方や、いわゆる二重行政に関する調査における検討項目等に関する協議を行うことによ

り、改善に向けた方策を取りまとめ、行政運営の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。 
 

（検討事項） 
第３ 連携協力会議では、次の事項について検討を行う。 
（１）道と市の役割分担及び連携協力のあり方 
（２）いわゆる二重行政に関する個別の課題 
（３）その他、道と市との協議により追加した事項 
 

（構 成 員） 
第４ 連携協力会議は、次の職員をもって構成する。 
（１）道総合政策部地域行政局長及び地域行政局の職員 
（２）市総務局行政部長及び行政部の職員 
（３）第３の検討事項に関係する道及び市の担当部局の職員 
 

（開  催） 
第５ 連携協力会議の開催は、道及び市の協議により決定する。 
２ 連携協力会議は、課題や検討項目に応じ、道及び市における関係職員等の出席を求めることができる。 
 

（ワーキング・グループの設置）  
第６ 検討に当たっては、必要に応じ、ワーキング・グループを設置することができる。 
 

（庶  務） 
第７ 連携協力会議の庶務は、道においては地域行政局、市においては行政部で処理する。 
          

（そ の 他） 
第８ この要領に定めるもののほか、連携協力会議の運営に関し必要な事項は、道及び市の協議の上、定

める。 
 
  附 則 
 この要領は、平成２５年３月２２日から施行する。 
 
  附 則 
 この要領は、平成２７年８月２４日から施行する。 
 
   附 則 
 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
 
  附 則 
 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 
 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
 

  附 則 
 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
 


